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６．付議事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

  日程第 ２ 会期の決定について 

  日程第 ３ 報告第 ９号 損害賠償の額を定めることに関する専決処分につい
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  日程第 ４ 議案第６５号 平成２６年度美祢市水道事業剰余金の処分について 

  日程第 ５ 議案第６６号 平成２６年度美祢市水道事業会計決算の認定につい
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ついて 
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７．会議の次第は次のとおりである。 
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   午前１０時００分開会 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。これより、平成２７年第３回美祢市議

会定例会を開会いたします。 

 この際、事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（石田淳司君）  御報告いたします。 

 本定例会に、本日までに送付してございますものは、執行部からは報告第９号及

び議案第６５号から議案第７７号までの計１４件、監査委員から美祢市公営企業会

計決算審査意見書でございます。 

 事務局からは、会議予定表及び一般質問順序表でございます。 

 本日、机場に配付してございますものは、議事日程表（第１号）及び議案付託表

の２件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、坪井康男議

員、俵薫議員を指名いたします。 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月１８日までの１９日間と

いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、会期は１９日間と決定いた

します。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、既に送付しております予定表のとおり

でありますので、御了承をお願いいたします。 

 この際、村田市長より発言の申し出がありましたので、発言を許可します。村田

市長。 

○市長（村田弘司君）  それでは、議長のお許しをいただきましたので、議案の説明

に先立ちまして、このたび、８月２５日に県下を襲いました台風１５号により発生

をいたしました被害の状況について、御報告をいたしたいと思います。 
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 まずもって、このたびの台風によりまして、被害を受けられました市民の皆様に

対しまして、心からお見舞いを申し上げます。 

 さて、２５日昼前に美祢市に最接近いたしました台風１５号は、本市におきまし

て、過去最高の値となります時間雨量９８ミリを観測いたしまして、最大瞬間風速

約３０メートルを記録するなど、各地で猛烈な雨や暴風に見舞われたところであり

ます。 

 本市の体制といたしましては、２４日１７時１３分――ですから、午後５時

１３分に――大雨洪水注意報の発表を受け、総務課防災危機管理室が第１警戒体制

に入り、その後、２１時４０分に暴風警報、日付が変わり２５日早朝ですが、朝の

４時５０分に大雨洪水警報が発表されたことから、第２次警戒体制に移行し、警戒

を強化してまいりました。 

 その後、次第に風雨が強まり、８時４０分に本市に土砂災害警戒情報が発表され、

災害が発生する危険性が非常に高まったことから、私、市長を本部長とする災害対

策本部を設置し、何よりも人命第一の対策をとるよう各部署に指示を出したところ

であります。 

 その間、告知放送や安全・安心メールを通じて、台風に関する最新情報や注意喚

起を繰り返し周知するとともに、職員や消防団の方々による巡回を強化し、被害が

予想される家屋に土のうを設置するなどの応急対策を実施したところであります。 

 また、避難に関しても、各公民館や学校など市内４４施設を避難所として開設し、

速やかに避難者を受け入れる体制を整えたところであります。 

 特に、土砂災害の危険性が高まった於福町宗済地区１１世帯に対しましては、避

難勧告をしたところでありますが、最終的には、自主避難も含め市内全域で１３世

帯２１人の方が７施設に避難されたところであります。 

 それでは、詳細な被害の状況についてでありますが、数値につきましては、現時

点のものであることを御了承願いたいと思います。 

 まず、人的被害でございますが、これほどの猛烈な雨や暴風に見舞われたにもか

かわらず、人的被害が発生しなかったことにつきましては、市長といたしまして、

本当に安堵してるところであります。これは、５年前の２２年豪雨災害の教訓によ

り、自助、共助、公助がバランスよく機能したことによるものと考えております。 

 家屋につきましては、床上浸水が於福町西寺で１件、床下浸水が伊佐町上南横町
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ほかで１５件発生しております。 

 停電につきましては、市内ほぼ全域で発生しており、全体で約４，８００戸、復

旧につきましては、大部分が２５日のうちに復旧しておりますが、一部、秋芳町別

府地区を中心に翌日の昼に及んだところがございました。 

 なお、停電に伴い、未給水地域、主に美東町赤郷地区において、飲料水の確保が

困難な世帯が発生したことから、対象世帯１１５戸に６リットル入りの飲料水を各

２袋配布いたしました。 

 また、停電により断水いたしました秋芳町別府地区４７４世帯につきましては、

給水車により対応をいたしております。 

 次に、家屋以外の物的被害では、土木被害が２９件。内訳は道路２１件、河川で

８件で、被害総額は、概算ではありますけれども、１億１，５００万円となってお

ります。 

 農林被害につきましては、農作物等の被害の概況が面積１，９５０ヘクタールで、

被害額７３０万円。その他、農地災害１８件、農業施設災害３０件、林道災害５件、

治山災害５件で、概算被害額は４，９００万円となっております。 

 終わりに、このたびの災害に当たりまして、各方面から御協力いただきましたこ

とに改めて御礼を申し上げるとともに、１日も早く災害復旧に取り組んでまいる所

存でありますので、市議会並びに市民の皆様の御理解と御協力を心よりお願いを申

し上げまして、災害報告といたします。 

○議長（秋山哲朗君）  日程第３、報告第９号から日程第１６、議案第７７号までを

会議規則第３５条の規定により、一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  本日、平成２７年第３回美祢市議会定例会に提出いたしまし

た報告１件と議案１３件について、御説明を申し上げます。 

 報告第９号は、損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての報告であ

ります。 

 これは、平成２７年３月９日、大嶺町東分地内において、市所有の自動車が停車

中の自動車に追突し、破損させた公務上の事故により損害賠償の義務が発生したた

め、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項の規定に基
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づき専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 議案第６５号は、平成２６年度美祢市水道事業会計の剰余金処分について、地方

公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。 

 平成２６年度の美祢市水道事業会計決算は、新たな新会計基準に基づく決算であ

ります。 

 平成２６年度から施行になった新会計基準では、補助金等により取得した固定資

産の償却制度が変更されたことから、その移行処理額９億４，３７８万３，

４５７円をその他未処分利益剰余金変動額として計上することから、当年度純利益

７，８３５万５６８円と前年度繰越利益剰余金１，４２６万３，７３８円を合せた

当年度未処分利益剰余金は、１０億３，６３９万７，７６３円になります。 

 平成２６年度の剰余金処分については、当年度未処分利益剰余金のうち、その他

未処分利益剰余金変動額９億４，３７８万３，４５７円を資本金に組み入れ、この

処分による残余の９，２６１万４，３０６円を繰越利益剰余金とするものでありま

す。 

 議案第６６号は、平成２６年度美祢市水道事業会計決算についてであります。 

 水道事業は、市民の日常生活や都市機能の維持及び地域産業の振興・発展に欠く

ことができない基盤事業であり、安全で良質な水道水を安定的に持続して供給して

いくという重要な役割を担っております。 

 美祢市水道事業では、平成２６年度は美祢市水道ビジョンの事業計画に基づき、

未普及対象事業である上水道拡張事業於福下地区、四郎ヶ原簡易水道及び川東簡易

水道の簡易水道統合事業、美東簡易水道の水源増補事業及び秋吉簡易水道からの緊

急連絡管の布設のほか、美東簡易水道及び秋吉簡易水道の硬度低減化事業を進めま

した。また、平成２９年度から全簡易水道を上水道に統合するための変更認可を受

けたものであります。 

 平成２６年度決算の概要でありますが、新会計基準に基づいた決算であります。 

 まず、収益的収入であります。上水道事業収益は２億６，３６０万１，７８０円、

美祢簡易水道事業収益は６，００５万４，６５３円、美東簡易水道事業収益は９，

１０７万６，４６８円、秋吉簡易水道収益は９，５１４万２，４８６円など、収入

の合計は、７億７，０５０万２，８４２円であります。 

 次に、収益的支出であります。上水道事業費は２億７，７８２万３，６４４円、
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美祢簡易水道事業費は１億２，４６９万６，３７０円、美東簡易水道事業費は９，

４３４万１，０２６円、秋吉簡易水道事業費は１億５，１７０万６，６９０円で、

支出の合計は６億８，０５３万７，９４６円であります。 

 この結果、平成２６年度の収益的収支は８，９９６万４，８９６円の利益となり、

消費税差し引き後は、当年度純利益が７，８３５万５６８円となりました。 

 この純利益に前年度繰越利益剰余金１，４２６万３，７３８円と、会計制度変更

により移行処理を行うその他未処分利益剰余金変動額９億４，３７８万３，

４５７円を合計した、当年度未処分利益剰余金は、１０億３，６３９万７，

７６３円となるものであります。 

 次に、資本的収入及び支出であります。収入額１億７，９８９万４，１６０円に

対し、支出額は４億８，１２０万６，７７９円となり、収入額が支出額に不足する

額３億１３１万２，６１９円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、

過年度分損益勘定留保資金及び当年度損益勘定留保資金で補痾したところでありま

す。 

 事業の主なものを御説明いたしますと、上水道事業では、上水道区域拡張施設整

備事業を４，９７４万５，２３２円、国行地区等の配水管布設替え等工事２，

５０６万８，９６０円を行いました。 

 次に、簡易水道事業でありますが、主なものを申し上げますと、四郎ヶ原簡易水

道及び川東簡易水道の簡水統合事業に２，４５６万２，４４０円、美東簡易水道水

源増補事業に１，８５７万８，１６０円、美東・秋吉簡易水道緊急連絡管布設工事

９８８万６，３２０円、麻生簡易水道、美東簡易水道及び別府簡易水道等の配水管

布設替え事業に７，７０４万６，１２０円を支出しました。 

 以上で、平成２６年度美祢市水道事業会計決算について御説明を申し上げました

が、別に監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、認定を賜

りますようお願いするものであります。 

 議案第６７号は、平成２６年度美祢市公共下水道事業会計の剰余金処分について、

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであり

ます。 

 新会計基準に基づいた平成２６年度の美祢市公共下水道事業会計決算では、会計

制度変更の移行処理によるその他の未処分利益剰余金変動額１億５７１万１，
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０７１円、当年度純利益２億１７３万４，７９９円、及び前年度繰越利益剰余金３，

０７８万７，１２９円を合わせた額は、３億３，８２３万２，９９９円であります。 

 この未処分利益剰余金のうち、資本的収入が資本的支出に不足する額を補痾した

額の９，６６０万７，２５５円、及び会計制度移行処理による、その他の未処分利

益剰余金変動額の１億５７１万１，０７１円の合計２億２３１万８，３２６円を資

本金に組み入れ、この処分による残余の１億３，５９１万４，６７３円を繰越利益

剰余金とするものであります。 

 議案第６８号は、平成２６年度美祢市公共下水道事業会計決算についてでありま

す。 

 公共下水道事業は、「循環のみち下水道」実現を目指し、事業を進めてまいって

おります。平成２６年度から浄化センター等の長寿命化計画に基づく工事を行って

いるものであります。 

 では、平成２６年度決算の概要であります。 

 まず、収益的収入及び支出でありますが、下水道事業収益は８億１，３４６万９，

１５２円であります。 

 次に、支出額は６億１，６２５万２，１５１円であります。 

 この結果、平成２６年度の収益的収支は１億９，７２１万７，００１円の利益と

なり、消費税差し引き後は、当年度純利益２億１７３万４，７９９円となりました。 

 この純利益と繰越利益剰余金３，０７８万７，１２９円、及び会計制度変更によ

り生じたその他未処分利益剰余金変動額１億５７１万１，０７１円を併せると、当

年度未処分利益剰余金は３億３，８２３万２，９９９円となるものであります。 

 次に、資本的収入及び支出であります。収入２億９，６０５万６，１００円に対

し、支出は４億６，６０９万５，９１９円となり、収入額が支出額に不足する額

１億７，００３万９，８１９円及び消費税及び地方消費税資本的収支調整額不足額

４５１万７，７９８円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金７，７９５万

３６２円、及び当年度利益剰余金処分額９，６６０万７，２５５円で補痾したとこ

ろであります。 

 事業の主なものを御説明いたしますと、美祢市浄化センターほか長寿命化計画に

よる沈砂池設備及び汚泥濃縮設備の更新により、１，３９０万円、管渠布設では下

村準幹線、曽根工業団地枝線及び重安地区枝線布設に４，２５０万３，４００円の
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工事請負費を執行し、公共下水道の拡張を進めてまいりました。 

 以上、平成２６年度美祢市公共下水道事業会計決算について御説明申し上げまし

たが、別に監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、認定を

賜りますようお願いをするものであります。 

 議案第６９号は、平成２６年度美祢市病院等事業会計決算について報告し、市議

会の認定を求めるものであります。 

 平成２６年度の美祢市病院等事業は、医師を初めとする医療スタッフ不足など、

医療を取り巻く環境が厳しさを増す中で、地域に密着し、地域のニーズに合った運

営を目指し、安全で質の高い医療・介護サービスの提供に引き続き努めてまいりま

した。 

 それでは、平成２６年度の病院等事業の実績について御説明いたします。 

 まず、業務量につきまして、美祢市立病院におきましては、入院が４万３，

７８１人、外来が４万７，３２６人、美祢市立美東病院におきましては、入院が

３万３３０人、外来が３万２，２７２人、介護老人保健施設グリーンヒル美祢にお

きまして、短期入所を含む入所が２万５，１４０人、通所が４，６３９人、また美

祢市訪問看護ステーションの利用者は４，８４６人となっております。 

 次に、決算額について御説明いたしますと、収益的収支におきまして、収入では、

病院事業収益３５億５，１５８万８，６７０円、介護老人保健施設事業収益３億７，

１７３万９，３６１円、訪問看護事業収益４，５０２万３，８９６円で、総額

３９億４，８２７万５７７円となりました。 

 一方、支出では、病院事業費用４２億９，６４７万６，０９５円、介護老人保健

施設事業費用４億９，０５６万４，７１３円、訪問看護事業費用５，０９３万２，

８１３円で、総額４８億１，７８９万２，２７１円となりました。 

 なお、平成２６年度から新会計制度に移行したことに伴い、病院事業局に所属す

る職員に係る退職給付引当金等を特別損失として、９億２，３４５万４，０００円

を費用計上しているものであります。 

 この結果、損益計算書において、８億６，９６２万１，６９４円の当年度純損失

を生じ、この純損失と前年度繰越欠損金１４億５，７６２万８，０２２円、また、

新会計制度において、補助金等により取得した固定資産の償却制度見直しに伴う移

行処理として、その他未処分利益剰余金変動額として、２１億５，０１６万９，
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４３５円を加えた結果、１億７，７０８万２８１円が当年度未処理欠損金となりま

す。 

 この処理につきましては、全額を翌年度繰越欠損金とするものであります。 

 次に、資本的収支でありますが、収入では、病院事業資本的収入として、企業債

が５，８１０万円、負担金が１億８，１７６万４，０００円で、合計２億３，

９８６万４，０００円となり、介護老人保健施設事業資本的収入として、企業債が

２６０万円、出資金が３，０００万円で、合計３，２６０万円となり、収入の総額

は２億７，２４６万４，０００円となりました。 

 一方、支出では、病院事業資本的支出として、建設改良費が８，９３９万６，

５３３円、企業債償還金が２億８，４７９万７，４９３円で、合計が３億７，

４１９万４，０２６円となり、介護老人保健施設事業資本的支出として、建設改良

費が２９９万９，１６０円、企業債償還金が２，７７０万４，４４２円となり、支

出の総額は４億４８９万７，６２８円となりました。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億３，２４３万３，

６２８円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定

留保資金で補痾をいたしております。 

 病院事業を取り巻く環境は、医療制度の改革や医師不足及び看護師不足の影響等

から、誠に厳しいものがありますが、市民の方が市立病院等に期待する役割に的確

に対応できるように一体的な経営による経営の効率化と経営基盤の強化について、

職員一人ひとりがその自覚を持ち、市民の皆様が安心して適切な医療・介護サービ

スを受けることができるよう、引き続き努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上、平成２６年度美祢市病院等事業会計決算について御説明申し上げましたが、

別に監査委員の意見書を付しておりますので、よろしく御審議の上、認定賜ります

ようお願いするものであります。 

 議案第７０号は、平成２７年度美祢市一般会計補正予算（第３号）についてであ

ります。 

 今回の補正は、今後の業務を推進する上で、緊急に必要な経費を追加計上するも

のであります。 

 では、歳出予算から御説明いたします。 
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 まず、総務費の総務管理費において、地方公務員法の改正に伴う人事評価制度の

導入に当たり、制度の意義や目的の共通認識を図るための職員研修に係る経費とし

て、４３万２，０００円を追加計上いたしております。 

 また、ふるさと美祢応援寄附金事業において、本年度の寄附金額の実績に鑑み、

寄附金額を増額するとともに、制度改正や寄附者のニーズに適切に対応し、事業を

円滑に推進するためのふるさと納税システム導入にかかわる経費、合わせて、６，

２６３万８，０００円を追加計上いたしております。 

 次に、民生費において、介護保険システム改修にかかわる国庫補助金額の確定等

に伴い、介護保険事業特別会計に対する繰出金を２５１万２，０００円減額いたし

ております。 

 次に、農林費の農業費において、桂岩ふれあいセンター及び虹工房に設置してあ

ります汚水処理用ポンプ並びに井戸水薬注ポンプが経年劣化により故障しているた

め、修繕に要する経費として、６８万４，０００円を追加計上いたしております。 

 また、農業競争力強化基盤整備事業における梅香、第１３営農区、中辺の暗渠排

水設置事業実施計画書策定に当たり、当初予定していなかった環境調査業務が必要

となったことから、調査に要する経費２００万円を追加計上いたしております。 

 また、林業費において、山口県農林技術総合センター育成業務課の廃止により、

山焼き事業における市の防火線設置面積及び火入れ延長が増加したことに伴い、

７５万円を追加計上いたしております。 

 また、やまぐち森林づくり県民税を財源とした、繁茂竹林の伐採などを行う、地

域が育む豊かな森林づくり推進事業の内示額が県から示されたことに伴い、事業実

施に係る経費として、５００万円を追加計上いたしております。 

 次に、教育費の小学校費及び保健体育費において、現在、市が進めております共

同調理場の適正化について、このたび、豊田前共同調理場を厚保共同調理場に統合

する協議が整ったことに伴い、統合にかかわる備品等の追加や施設の改修のため、

小学校費において２５５万８，０００円、保健体育費において７０６万９，

０００円をそれぞれ追加計上いたしております。 

 また、社会教育費において、現在、於福児童クラブが利用しております於福公民

館の視聴覚室に設置のエアコンが老朽化により故障しているため、修繕に要する経

費として、９６万２，０００円を追加計上いたしております。 
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 次に、災害復旧費において、本年７月１６日から１７日にかけての台風１１号に

よる降雨により、林道荒ヶ峠線ののり面が崩壊し、通行不能となっているため、復

旧に要する経費８００万円を追加計上いたしております。 

 なお、降雨量が基準値を超えているため、国庫補助対象事業となります。 

 一方、歳入におきましては、県支出金、寄附金、市債を１億４，６１０万円追加

するとともに、繰入金を５，８５１万９，０００円減額いたしております。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、８，７５８万１，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、１５９億７，

０３９万９，０００円といたすものであります。 

 次に、地方債の補正であります。農業施設整備事業債、秋吉台山焼き事業債、農

林施設補助災害復旧事業債及び臨時財政対策債において変更するものであります。 

 議案第７１号は、平成２７年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

についてであります。 

 今回の補正は、まず、歳出につきましては、総務費において、介護報酬改定によ

る電算システム改修にかかわる国庫補助金の内示に伴い、財源補正を行い、国庫支

出金を２５０万円追加するとともに、一般財源を同額、減額いたしております。 

 また、基金積立金において、介護給付費準備基金積立金に２９万円を積み立てる

とともに、諸支出金において、平成２６年度事業の精算の結果、超過交付となった

過年度国県補助金等精算返還金２，３９１万８，０００円を追加計上いたしており

ます。 

 一方、歳入につきましては、国庫支出金を追加し、繰入金を減額するとともに、

繰越金を一般財源として充当することといたしております。 

 以上により、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、２，４２０万８，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、３３億３，８２０万

３，０００円といたすものであります。 

 議案第７２号は、美祢市個人情報保護条例の一部改正についてであります。 

 これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律が公布され、本年１０月５日から一部施行されることに伴い、改正するものであ

ります。 

 主な内容は、市が保有する特定個人情報の適正な取り扱いを確保するとともに、
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情報提供等記録を含む特定個人情報に対する必要な保護措置を講ずることなど、所

要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は、平成２８年１月１日から施行しますが、一部、法の施行期日

に合わせて、公布の日及び平成２７年１０月５日から施行するものであります。 

 議案第７３号は、美祢市手数料条例の一部改正についてであります。 

 これは、社会保障・税番号制度導入のための番号関連４法が平成２５年５月

３１日に公布され、このうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律が、平成２７年１０月５日に施行されることに伴い、社会保

障・税番号制度にかかわる通知カード及び個人番号カードの再交付手数料に関する

規定を追加するなどの改正を行うものであります。 

 なお、この条例は、公布の日から施行するものとし、通知カードの再交付に関す

る規定は平成２７年１０月５日から、住民基本台帳カードの交付に関する規定の削

除と個人番号カードの再交付に関する規定は平成２８年１月１日から施行するもの

であります。 

 議案第７４号は、美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

てであります。 

 このたびの改正は、大嶺小学校グラウンドに、かねてから要望のあった夜間照明

施設を設置することに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 なお、この条例は、平成２７年１０月１日から施行するものであります。 

 議案第７５号は、美祢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正についてであります。 

 このたびの改正は、児童福祉法の規定に基づき、児童福祉施設最低基準の一部を

改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する

省令が公布・施行され、家庭的保育事業等に係る保育士の数の算定について、当該

保育所に勤務する保健師または看護師に加え、准看護師についても、保育士とみな

すことができるとされたものであり、本条例について、所要の改正を行うものであ

ります。 

 議案第７６号は、美祢市地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正についてであります。 

 美祢市地域活動支援センターは、障害者（児）が自立した日常生活や社会生活が
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営めるよう支援する施設として、創作的活動・生産活動の機会や社会との交流の場

を提供するものであり、現在は、社会福祉法人美祢市社会福祉協議会を指定管理者

に指定し、管理運営を行っているところであります。 

 当該センターは、市内に２施設、一つは伊佐町伊佐の「ひので」、もう一つは、

秋芳町嘉万の「あじさい」、この二つを設置しているところでありますが、このう

ち、「あじさい」については、平成２６年４月以降現在に至るまで、利用者・登録

者がなく、この現状を踏まえ、指定管理者である美祢市社会福祉協議会より当該施

設の今後の管理運営について協議の申し出がありました。 

 これを受けまして、今後の利用者の推移や代替施設の対応、また、施設の老朽化

に伴う維持管理費等、協議・精査を行った結果、効率的に障害福祉サービスを提供

する観点からも、当該施設を廃止することが適当であると判断しましたので、本条

例について所要の改正を行うものであります。 

 議案第７７号は、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありま

す。 

 これは、平成２７年１２月３１日をもって、人権擁護委員のうち、小林法子氏、

宮川淳子氏及び石井喜久美氏が任期満了となりますため、小林法子氏、宮川淳子氏

を再任候補者とし、岡﨑幸子氏を新任候補者として、それぞれ推薦したいので、人

権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、市議会の意見を求めるものであります。 

 以上、提出いたしました、報告１件、議案１３件について御説明申し上げました

けれども、よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（秋山哲朗君）  これにて、提案理由の説明を終わります。 

 これより、報告及び議案の質疑に入ります。 

 日程第３、報告第９号損害賠償の額を定めることに関する専決処分についての質

疑を行います。質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 以上、報告第９号を終わります。 

 日程第４、議案第６５号平成２６年度美祢市水道事業剰余金の処分についての質

疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第５、議案第６６号平成２６年度美祢市水道事業会計決算の認定についての

質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第６、議案第６７号平成２６年度美祢市公共下水道事業剰余金の処分につい

ての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６７号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第７、議案第６８号平成２６年度美祢市公共下水道事業会計決算の認定につ

いての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６８号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第８、議案第６９号平成２６年度美祢市病院等事業会計決算の認定について

の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第６９号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第９、議案第７０号平成２７年度美祢市一般会計補正予算（第３号）の質疑

を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７０号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１０、議案第７１号平成２７年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）の質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７１号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１１、議案第７２号美祢市個人情報保護条例の一部改正についての質疑を

行います。質疑はありませんか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  お尋ねいたします。全戸配布で、このような物が配布されて

ますが、マイナンバー制度がスタートするということで、その内容の中で申請が必

要な方とありまして、ひとり暮らしで、長期間、医療機関、施設に入院、入所され

ている方は申請が要るのかどうかということを、どのような手続と、申請の方法と

か、これをしない場合はどうなるかということをお尋ねいたします。管轄ではあり

ませんが―――ちょっと、委員会が管轄ではありますが、ちょっと本日お聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  違う質問、違う質問、この議案に対する質問じゃないよとい

うこと。これ言うてええか。ちょっと質問の内容が違うよと言ってあげて……。 

 大野総務部次長。 

○総務部次長（大野義昭君）  ただいまの三好議員の御質問ですけど、今の議案提出

をしておるのは、個人情報保護条例に関します条例改正についてでありまして、今、

三好議員の質問されておりますマイナンバー法に関する届け出のですね、住所変更

等の届け出に関しましては、この議案とは全く内容が違いますので、この件に関し

ましては、市民福祉部のほうが管轄しておりますので、ちょっと、そちらのほうか

ら説明させましょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  質問の内容が違うから、答えるのもおかしい。答えんほうが

いいんじゃない。 

○総務部次長（大野義昭君）  ちょっと質問の内容が違うということで御理解願いた

いと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  三好議員、よろしいですか。また、質問ですか。 

○８番（三好睦子君）  そしたら、これに関係した議案で、これは７３号になるんで

しょうか。全く関係ないんでしょうか。でも、個人、マイナンバーの制度がスター

トするということで、７２と７３に関連があると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  もう一遍よく説明してあげて。杉原市民福祉部次長。 

○市民福祉部次長（杉原功一君）  ただいまの三好議員の御質問にお答えいたします。 
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 この件につきまして、手数料の条例とも関係はございませんが、マイナンバー制

度として、通知カードというのが１０月に送付されるわけですが、これは基本的に

住民票のある住所に送られるということになります。そのために、住民票のある住

所にお住まいでない方、例えば、病院に入ってらっしゃる方、もしくは親族の家に

住所を置かれてる方、そういう方につきましては郵便が届かないということがござ

います。そのために、郵送もしくは窓口に届け出をしていただいて、実際いらっし

ゃるところに、その通知カードをお送りするという形のものでございます。よろし

いでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  今、特別に答弁させましたけども、この議案７２号と７３号

につきまして、今、三好議員の質問とちょっと違いますので、もう少しちょっと勉

強されて、質問をされたらいいんじゃないかと思っております。よろしいですか。

いいですか。 

 そのほか質疑はございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７２号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１２、議案第７３号美祢市手数料条例の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７３号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１３、議案第７４号美祢市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７４号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１４、議案第７５号美祢市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 ただいま議題となっております議案第７５号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１５、議案第７６号美祢市地域活動支援センターの設置及び管理に関する

条例の一部改正についての質疑を行います。質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７６号は、所管の委員会へ付託いたします。 

 日程第１６、議案第７７号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

の質疑を行います。質疑はありませんか。萬代議員。 

○７番（萬代泰生君）  この議案第７７号の人権擁護委員の推薦についてということ

ですが、簡単で結構ですので、この推薦をどういうふうな基準に基づいてされてい

るのか、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  福田地域福祉課長。 

○地域福祉課長（福田泰嗣君）  ただいまの萬代議員の御質問にお答えをいたします。 

 人権擁護委員を置くことに関しましては、人権擁護委員法に規定をされておりま

して、市町村の推薦した方の中から法務大臣が委嘱するものであります。全国には

１万４，０００名ほどおられまして、本市では１２名が委嘱をされておるところで

ございます。 

 この推薦に当たりまして、要件でございますが、当該市町村の選挙権を有する住

民でありまして、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解あるもの

とあります。具体的には、弁護士会を初め、婦人、労働者、青年等の団体で、直接

または間接に人権擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の構成員であること。

あるいは、教育者、社会事業家、これは社会貢献をする活動、社会福祉事業をする

方、また、報道新聞の業務に携わる方などが挙げられております。こういった方の

中から、市がある程度目星をつけましてお話をさせていただきまして、これらの要

件を満たす方の中から、このたびのように、議会の御意見を聞き、推薦をするもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  そのほか質疑はありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第７７号は、会議規則第

３７条第３項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 これより、議案第７７号を採決いたします。本案について、原案のとおり同意す

ることに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋山哲朗君）  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意さ

れました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。（発言する者あり）はい。（発言する者あり）

何に対する意見ですか。三好議員。 

○８番（三好睦子君）  先ほど議長が言われましたけど、勉強不足だと言われました。

それって、人権にかかわることじゃないんでしょうか。私は私なりで勉強してきま

した。でも、しっかり勉強してと言われましたが、私は私なりに勉強して、市民の

皆さんのこうした疑問もありましたので、それでお尋ねして、７２と７３では違っ

ていましたかもしれませんが、この中に、それに該当するような項目がこれかなと

思いまして言いましたが、それは違ったは違ったでもいいですけれど、勉強しっか

りしてとか、そういうことは人権無視に―――人権にかかわることではないでしょ

うか。お尋ねします。 

○議長（秋山哲朗君）  あくまでも、この本会議場は議案に係る質疑でありますので、

それから外れたら本当は質疑をさせません。だけども、三好議員のことを思いなが

ら、執行部にあえて答弁をさせた次第であります。これは理解できませんか。はい、

どうぞ。 

○８番（三好睦子君）  答弁させていただいた議長の計らいはありがたく感謝します

が、勉強しっかりしろとか……。 

○議長（秋山哲朗君）  いやいや、まだ、言う意味がわかりませんか。 

○８番（三好睦子君）  人権にかかわりませんか。 
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○議長（秋山哲朗君）  いや、私が今言った、あなたの質問は場違いであるというこ

とです。先ほど大野次長が答弁したとおりであります。もう一遍させましょうか。 

○８番（三好睦子君）  いえ、しっかりわかりましたが……。 

○議長（秋山哲朗君）  そういう、今、どこで、自分がどういう質問したらいいかと

いうのは、当然議員たる人間は初めから、この質問に入る前に勉強しておくべきだ

ということで、私はそのような指導をしました。何か間違ってますか。 

○８番（三好睦子君）  私は、勉強不足かもわかりませんが、勉強しっかりしろと、

そういったことは人権にかかわりませんかと言ってます。 

○議長（秋山哲朗君）  いや、私は違うと思います。もっと、勉強して、どこで、ど

ういう質問したらいいかというのが、あなたがもっと事前に勉強すべきだと思いま

す。 

○８番（三好睦子君）  はい。それについては、しっかりと勉強します。 

○議長（秋山哲朗君）  しっかり、この議案については、事前に恐らく勉強しておら

れると思いますので、できれば、担当の所管のところに行って、こういう質問をす

るというようなことを聞かれたら、こういった、きょうのようなことは起こらない

というふうに、私は思ってます。よろしいですか。しっかり勉強してください。 

 どこまでいったかいの。（発言する者あり）はい。そうですか。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 大変お疲れでございました。ありがとうございました。 

   午前１０時５１分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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